
福岡県道路メンテナンス会議 規約 

（名 称） 

第１条 本会は、「福岡県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、福岡県内の各道路管理者が

相互に連絡調整を行うことにより、適切な道路施設の保全を行い、円滑な道路管理の促進を

図ることを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について所掌する。 

道路施設の維持管理等に係る管理者意識の浸透・情報共有に関すること。 

（１）道路施設の点検・診断及び措置等の集約・調整・支援に関すること。

（２）道路施設の維持管理技術に関すること。

（３）その他、道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項。

（組 織） 

第４条 会議は、別表―１に定める福岡県内の各道路管理者で構成するものとする。 

２．会議には、会長及び副会長を置くものとし会長は国土交通省九州地方整備局福岡 

国道事務所長、副会長は国土交通省九州地方整備局北九州国道事務所長、国土交通 

省九州地方整備局有明海沿岸国道事務所長、福岡県県土整備部道路維持課長及び西 

日本高速道路株式会社九州支社久留米高速道路事務所長とする。 

３．会議は会長の招集により開催するものとし、会議進行は会長が務める。 

４．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

５．会議には、必要に応じ会長が指名するものを出席させることができる。 

（専門部会） 

第５条 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため「専門部会」を設置することができ

るものとする。 

２．「専門部会」として、『福岡県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会』、『福岡

県跨道橋連絡会議』、『福岡県道路鉄道連絡会議』、『福岡県技術検討部会』、『福岡県地下占用物

連絡会議』を置く。 

（幹事会） 

第６条 会議には、幹事会を置く。 

幹事会は、別表―２に定める道路管理者で構成し、次の事項にかかる事務をつかさどる。 

（１） 会議における協議議題の調整

（２） 規約の策定・改正・廃止等に係る調整

（３） その他、会議の運営に際し必要となる事項の調整
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（事務局） 

第７条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２．事務局は、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所管理第二課、国土交通省九州地方整

備局北九州国道事務所管理第二課、国土交通省九州地方整備局有明海沿岸国道事務所管理課、

福岡県県土整備部道路維持課、西日本高速道路株式会社九州支社久留米高速道路事務所担当

課及び北九州高速道路事務所担当課が担うものとする。 

（規約の改正） 

第８条 本規約の改正等は、本会議の承認を得て行うことができる。ただし、軽微な改正等につい

ては、会議事務局で行い、会議会員に通知するものとする。 

（その他） 

第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項はその都度協議して定めるものとする。 

（附則） 

本規約は、平成２６年６月３０日から施行する。 

本規約は、平成２７年１月１５日から施行する。（一部改正） 

本規約は、平成２８年１月２０日から施行する。（一部改正） 

本規約は、平成２９年３月 １日から施行する。（一部改正） 

本規約は、平成３０年８月２３日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和元年１１月２８日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和３年１１月２６日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和４年１１月３０日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和５年１１月２１日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和６年１１月 ５日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和７年 4 月 1 日から施行する。（一部改正） 
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別表－１　

所　　属 役　　職

会　 長 国土交通省九州地方整備局 福岡国道事務所長

副会長 国土交通省九州地方整備局 北九州国道事務所長

副会長 国土交通省九州地方整備局 有明海沿岸国道事務所長

副会長 福岡県県土整備部 道路維持課長

副会長 西日本高速道路株式会社九州支社 久留米高速道路事務所長

委　 員 西日本高速道路株式会社九州支社 北九州高速道路事務所長

委　 員 国土交通省九州地方整備局　道路部 道路保全企画官

委　 員 国土交通省九州地方整備局　道路部 地域道路調整官

委　 員 国土交通省九州地方整備局 九州道路メンテナンスセンター長

委　 員 北九州市 建設局　道路部長

委　 員 福岡市 道路下水道局　管理部長

委　 員 大牟田市 都市整備部長

委　 員 久留米市 都市建設部長

委　 員 直方市 産業建設部長

委　 員 飯塚市 都市建設部長

委　 員 田川市 建設経済部長

委　 員 柳川市 建設部長

委　 員 八女市 建設経済部長

委　 員 筑後市 建設経済部長

委　 員 大川市 建設課長

委　 員 行橋市 都市整備部長

委　 員 豊前市 建設課長

委　 員 中間市 建設産業部長

委　 員 小郡市 都市建設部長

委　 員 筑紫野市 建設部長

委　 員 春日市 都市整備部長

委　 員 大野城市 都市整備部長

委　 員 宗像市 都市整備部長

委　 員 太宰府市 都市整備部長

委　 員 古賀市 建設産業部長

委　 員 福津市 都市整備部長

委　 員 うきは市 建設課長

福岡県道路メンテナンス会議　名簿
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所　　属 役　　職

委　 員 宮若市 土木建設課長

委　 員 嘉麻市 土木課長

委　 員 朝倉市 都市建設部長

委　 員 みやま市 建設都市部長

委　 員 糸島市 建設都市部長

委　 員 那珂川市 都市整備部長

委　 員 宇美町 都市整備課長

委　 員 篠栗町 都市整備課長

委　 員 志免町 都市整備課長

委　 員 須恵町 都市整備課長

委　 員 新宮町 都市整備課長

委　 員 久山町 都市整備課長

委　 員 粕屋町 道路環境整備課長

委　 員 芦屋町 都市整備課長

委　 員 水巻町 建設課長

委　 員 岡垣町 都市建設課長

委　 員 遠賀町 建設課長

委　 員 小竹町 建設課長

委　 員 鞍手町 建設課長

委　 員 桂川町 建設事業課長

委　 員 筑前町 建設課長

委　 員 東峰村 農林建設課長

委　 員 大刀洗町 建設課長

委　 員 大木町 建設水道課長

委　 員 広川町 建設課長

委　 員 香春町 建設課長

委　 員 添田町 道路整備課長

委　 員 糸田町 土木課長

委　 員 川崎町 事業課長

委　 員 大任町 事業課長

委　 員 赤村 産業建設課長

委　 員 福智町 建設課長

委　 員 苅田町 建設課長

委　 員 みやこ町 都市整備課長
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所　　属 役　　職

委　 員 吉富町 建設課長

委　 員 上毛町 建設課長

委　 員 築上町 建設課長

委　 員 福岡県福岡県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡県福岡県土整備事務所前原支所 支所長

委　 員 福岡県久留米県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡県南筑後県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡県南筑後県土整備事務所柳川支所 支所長

委　 員 福岡県直方県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡県京築県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡県京築県土整備事務所行橋支所 支所長

委　 員 福岡県朝倉県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡県八女県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡県北九州県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡県北九州県土整備事務所宗像支所 支所長

委　 員 福岡県田川県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡県飯塚県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡県那珂県土整備事務所 副所長

委　 員 福岡北九州高速道路公社 企画部長

委　 員 福岡県道路公社 道路部長

国土交通省九州地方整備局　九州道路メンテナンスセンター

公益財団法人　福岡県建設技術情報センター

九州旅客鉄道株式会社

西日本鉄道株式会社

平成筑豊鉄道株式会社

国土交通省九州地方整備局　福岡国道事務所　管理第二課

国土交通省九州地方整備局　北九州国道事務所　管理第二課

国土交通省九州地方整備局　有明海沿岸国道事務所　管理課

福岡県県土整備部　道路維持課

西日本高速道路株式会社九州支社　久留米高速道路事務所

西日本高速道路株式会社九州支社　北九州高速道路事務所

事務局

オブザーバー
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福岡県地下占用物連絡会議 規約（案） 

（名 称） 

第１条 本会は、「福岡県地下占用物連絡会議」（以下「会議」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 会議は、道路法第 28 条の２の規定に基づき設置し、福岡県道路メンテナンス会議

規約第４条５項の規定の専門部会に位置付け、福岡県内の各道路管理者及び地下占用物件

の占用者において、定期的に相互の点検・調査の計画・結果について共有する他、道路陥

没を防ぐ取組みなどを連携して実施することにより、占用物件に起因する道路の構造や交

通への支障等に適切に対応することを目的とする。 

（調整・共有事項） 

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について調整、及び共有する。 

（１） 占用者による当年度の点検計画・前年度の点検結果

（２） 道路管理者による路面下空洞調査結果

（３） 前年度の道路陥没実績、陥没箇所の措置事例

（４） その他、道路陥没対策に寄与する情報等

（組 織） 

第４条 会議は、第２条の目的を達成するため、福岡県内における高速自動車国道、一般国

道、福岡県道及び市町村道の各道路管理者及び会議が必要と認めるもので組織する。 

２ 会議には、会長及び副会長を置くものとし、会長は国土交通省九州地方整備局福岡

国道事務所長、副会長は国土交通省九州地方整備局北九州国道事務所長、国土交通省

九州地方整備局有明海沿岸国道事務所長、福岡県県土整備部道路維持課長及び西日本

高速道路株式会社九州支社久留米高速道路事務所長とする。 

３ 会長に事故等はあるときは、副会長がその職務を代行する。 

４ 会議の構成は、「別表」のとおりとする。 

  ただし、必要に応じ会長が指名する者の出席を求めることができる。 

（会議の開催） 

第５条 会議は年に１回を基本として、必要に応じて適宜開催する。 

（事務局） 

第６条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２ 事務局は、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所管理第一課、国土交通省九州地方

整備局北九州国道事務所管理第一課、国土交通省九州地方整備局有明海沿岸国道事務所管

理課、福岡県県土整備部道路維持課、西日本高速道路株式会社九州支社久留米高速道路事

務所担当課及び北九州高速道路事務所担当課に置く。 

（規約の改正） 

第７条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行うことができる。 

（その他） 

第８条 本規約に定めるもののほか、必要な事項はその都度協議して定めるものとする。 

（附 則） 

本規約は、令和７年○月○日から施行する。 
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所　　属 役　　職

会長 国土交通省九州地方整備局 福岡国道事務所長

副会長 国土交通省九州地方整備局 北九州国道事務所長

副会長 国土交通省九州地方整備局 有明海沿岸国道事務所長

副会長 福岡県県土整備部 道路維持課長

副会長 西日本高速道路株式会社九州支社 久留米高速道路事務所長

委　 員 道路管理者

・・・ ・・・

・・・ ・・・

地下占用物件の占用者

・・・ ・・・

・・・ ・・・

オブザーバー

事務局

福岡県地下占用物連絡会議名簿（案）

国土交通省九州地方整備局　福岡国道事務所　管理第一課

国土交通省九州地方整備局　北九州国道事務所　管理第一課

国土交通省九州地方整備局　有明海沿岸国道事務所　管理課

福岡県県土整備部　道路維持課

西日本高速道路株式会社九州支社　久留米高速道路事務所

西日本高速道路株式会社九州支社　北九州高速道路事務所

国土交通省　九州地方整備局　河川部　上下水道調整官

国土交通省　九州地方整備局　道路部　地域道路調整官

国土交通省　九州地方整備局　道路部　道路保全企画官

国土交通省　九州地方整備局　道路部　路政課長

国土交通省　九州地方整備局　九州道路メンテナンスセンター長

別表
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

第１回 福岡県地下占用物連絡会議資料

令和７年４月３０日



１．地下占用物連絡会議の設置

２．道路の陥没事案への対応

３．今後の進め方（案）



１．地下占用物連絡会議の設置

１



地下占用物連絡会議の設置

２

道路と交差等※

する施設

道路管理者
（道路法）

道路（道路法） その他

高速会社
管理道路

直轄
管理道路

公社
管理道路

都道府県・
市町村

管理道路
鉄道 跨道橋

（鉄道除く）

地下
占用物

高速会社

直轄

公社

都道府県
市区町村

道路メンテナンス会議

【都道府県単位で設置済み】

＜事務局＞
国道事務所

道路鉄道
連絡会議

【メンテ会議の
下部組織】

＜事務局＞
国道事務所

跨道橋
連絡会議

【メンテ会議の
下部組織】

＜事務局＞
国道事務所

地下占用物
連絡会議

【メンテ会議の
下部組織】

＜事務局＞
国道事務所

新たに
設置

※ 交差の他、縦断的に重なる施設を含む

 道路管理者と地下占用事業者が、相互の点検計画や点検結果を共有するほか、道路陥没を防ぐ
取組の状況共有などを行う場を、道路メンテナンス会議の下部組織として設置。



＜地下占用物連絡会議の概要＞

■地下占用物連絡会議の位置付け

・「道路メンテナンス会議」の下部組織として設置

・事務局は各都道府県の道路メンテナンス会議とりまとめ国道事務所

■対象施設

・高速道路、直轄国道、公社道路、補助国道、都道府県道、市町村道に関係する道路地下

の鉄道施設、通信関係施設、電力関係施設、ガス関係施設、上下水道施設、その他必要と認

める施設

■メンバー

・上記「対象施設」の占用者及び関係する道路管理者

■調整・共有内容

・占用者による当年度の点検計画・前年度の点検結果

・道路管理者による路面下空洞調査結果

・前年度の道路陥没実績、陥没箇所の措置事例

・その他、道路陥没対策に寄与する情報等

■開催頻度

・年１回を基本とし、必要に応じて適宜開催

３

地下占用物連絡会議の概要



（参考）道路メンテナンス会議

○ 関係機関の連携による検討体制を整え、課題の状況を継続的に把握・共有し、
効果的な老朽化対策の推進を図ることを目的に、「道路メンテナンス会議」を設
置。
※平成26年7月7日までに全都道府県で設置

・地方整備局（直轄事務所）

・地方公共団体（都道府県、市町村）

・高速道路会社（NEXCO ・首都高速・

阪神高速・本四高速）

・道路公社

体制

１．維持管理等に関する情報共有

２．点検、修繕等の状況把握及び対策の推進

３．点検業務の発注支援（地域一括発注等）

４．技術的な相談対応 等

役割

会議状況
（令和5年11月29日 鹿児島県道路メンテナンス会議）

４



２．道路の陥没事案への対応

①道路陥没の発生状況

②埼玉県八潮市の事案を踏まえた道路側の現時点での対応

５



６

①道路陥没の発生状況



道路陥没のリスク箇所の調査、傾向分析①

 道路陥没は様々な要因により発生。（道路排水施設、占用物件（下水、上水等））

※下水道メンテナンス年報（令和５年度版）に掲載されている下水道要因の陥没件数（下水道事業者調べ）には、道路陥没に至らない（舗装に穴が開かない）レベルの舗装の凹みの他、私道の
道路陥没などが含まれているため、道路局調べの件数と異なっている。来年度以降の件数調査・とりまとめ方法については下水道側と調整。

７

R7.3.11 第3回下水道等に起因する大規模な道路陥
没事故を踏まえた対策検討委員会 資料3（抜粋）



道路陥没のリスク箇所の調査、傾向分析②

 都市部では道路占用物件の割合が大きく、特に下水道の割合が大きい。

※下水道メンテナンス年報（令和５年度版）に掲載されている下水道要因の陥没件数（下水道事業者調べ）には、道路陥没に至らない（舗装に穴が開かない）レベルの舗装の凹みの他、私道の
道路陥没などが含まれているため、道路局調べの件数と異なっている。来年度以降の件数調査・とりまとめ方法については下水道側と調整。

【道路管理者調べ】

８

R7.3.11 第3回下水道等に起因する大規模な道路陥
没事故を踏まえた対策検討委員会 資料3（抜粋）



道路陥没の発生状況

 道路陥没は３ｍ未満の浅い層での陥没が９９％を占めている状況。
 DID地域等では同じ区間内で、空洞が複数確認されるなど、空洞発生の顕著な区間が

存在。

■陥没事案の陥没深さの割合（道路管理者別）

（単位：箇所）

■ＤＩＤ地域及び商業地域における空洞発生分布

出典：北陸地方整備局北陸技術事務所データ

陥没深さ
道路管理者

計
直轄 都道府県 市区町村

１ｍ未満
１０１

（約９２％）
９５０

（約８３％）
５，８９７

（約８８％）
６，９４８

（約８７％）

１～３ｍ
８

（約７％）
１６８

（約１５％）
７６７

（約１１％）
９４３

（約１２％）

３ｍ～
１

（約１％）
２５

（約２％）
４１

（約１％）
６７

（約１％）

計
１１０

（１００％）
１，１４３

（１００％）
６，７０５

（１００％）
７，９５８

（１００％）

※令和４年度陥没事案のうち陥没深さが判明している事案での分析

９９％

９



１０

②埼玉県八潮市の事案を踏まえた
道路側の現時点での対応



１１

埼玉県八潮市における下水道管の破損に起因すると考えられる道路陥没
R7.2.21 第1回下水道等に起因する大規模な道路陥
没事故を踏まえた対策検討委員会 資料2－1（抜粋）



１２

下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会

■委員会の目的（※規約抜粋）

令和7年1月28日に埼玉県八潮市で発生した下
水道管の破損に起因すると思われる道路陥没
事故を踏まえ、・・・・（略）・・・・、大規模な道路陥
没を引き起こす恐れのある地下管路の施設管理
のあり方などを専門的見地から検討するため。

■主な検討項目

１)重点的に点検を行う対象や頻度、技術など点
検のあり方

２)道路管理者をはじめとする他の管理者とのリ
スク情報の共有等のあり方

３)事故発生時の対応

４)今後の施設の維持更新や再構築とそれらを
支える制度のあり方 オブザーバー

総務省、農林水産省、経済産業省

事務局
国土交通省大臣官房上下水道審議官グループ、大臣官房技術調査課、総合政策局、道路局

氏名 役職

委員長 家田 仁 政策研究大学院大学 特別教授

委員 秋葉 正一 日本大学 生産工学部 土木工学科 教授

委員 足立 泰美 甲南大学経済学部 教授

委員 砂金 伸治 東京都立大学 都市環境学部 都市基盤環境学科 教授

委員 岡久 宏史 公益社団法人 日本下水道協会 理事長

委員 北田 健夫 埼玉県 下水道事業管理者

委員 桑野 玲子 東京大学 生産技術研究所 教授

委員 佐々木 健 東京都 下水道局長

委員 三宮 武 国土技術政策総合研究所 上下水道研究部長

委員 長谷川 健司 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 会長

委員 宮武 裕昭 国立研究開発法人土木研究所 地質・地盤研究グループ長

委員 森田 弘昭 日本大学 生産工学部 教授

下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会
委員名簿（2025年2月時点）



 下水道の全国特別重点調査が円滑に進むよう、「道路管理者」、「下水道以外の地下占用事業者」、
「関係省庁」へ協力要請の通知等した他、関係者への説明会を整備局単位で開催

 道路管理者には、所有する過去の道路陥没履歴、路面下空洞調査結果や地質情報などを下水道
事業者に提供する事や、道路上での作業に関し相談があった場合に協力するよう要請

１３

下水道の全国特別重点調査に対する道路管理者等への協力要請 R7.3.26 第４回下水道等に起因する大規模な道路
陥没事故を踏まえた対策検討委員会 資料３（抜
粋）



１４

道路と交差等※

する施設

道路管理者
（道路法）

道路（道路法） その他

高速会社
管理道路

直轄
管理道路

公社
管理道路

都道府県・
市町村

管理道路
鉄道 跨道橋

（鉄道除く）

地下
占用物

高速会社

直轄

公社

都道府県
市区町村

道路メンテナンス会議

【都道府県単位で設置済み】

＜事務局＞
国道事務所

道路鉄道
連絡会議

【メンテ会議の
下部組織】

＜事務局＞
国道事務所

跨道橋
連絡会議

【メンテ会議の
下部組織】

＜事務局＞
国道事務所

地下占用物
連絡会議

【メンテ会議の
下部組織】

＜事務局＞
国道事務所

新たに
設置

※ 交差の他、縦断的に重なる施設を含む

 道路管理者と地下占用事業者が、相互の点検計画や点検結果を共有するほか、道路陥没を防ぐ
取組の状況共有などを行う場を、道路メンテナンス会議の下部組織として設置。

地下占用事業者との情報共有の強化（地下占用物連絡会議の設置） R7.3.26 第４回下水道等に起因する大規模な道路
陥没事故を踏まえた対策検討委員会 資料３（抜
粋）



占用事業者との連携強化（道路法上の規定）

占用物件の維持管理について

※ 道路管理者は占用者に、道路管理上必要な報告を徴収し、必要に
 応じて立入検査を行うことができる。

報告徴収・立入検査（道路法第72条の２）

※ 道路の構造や交通への支障又はそのおそれが生じないよう、
 道路占用者が占用物件を適切に維持管理する義務

占用物件の維持管理義務の法定（道路法第39条の８）

関係条文等

※ 維持管理義務違反者に対し、必要な措置を命令

措置命令（道路法第39条の９）

※ 道路占用者が占用物件の
 維持管理をしていないと
 道路管理者が認めるとき

■ H30道路法改正の概要 ■ 道路法（昭和27年法律第180号）（抄）

（占用物件の管理）

第３９条の８ 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用を 

している工作物、物件又は施設（以下これらを「占用物件」という。）の維持管理

をしなければならない。

※ 道路法施行規則（昭和27年建設省令第25号）（抄）

（占用物件の維持管理に関する基準）

第４条の５の５ 法第39条の８の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、

道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがない

ように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の

適切な維持管理を行うこととする。

（占用物件の維持管理に関する措置）

第３９条の９ 道路管理者は道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に

 従って占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対

しその是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

（報告及び立入検査）

第７２条の２ 道路管理者は・・・この法律若しくはこの法律に基づく命令の規

 定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職

 員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受

 けた者の事務所その他の事業場に立ち入り・・・検査させることができる。

２～４（略）

道路法（第３９条の８）において、道路占用者は占用物件を適切に維持管理する義務
が生じる。

R7.3.11 第３回下水道等に起因する大規模な道路
陥没事故を踏まえた対策検討委員会 資料３（抜
粋）

１５



占用物件の維持管理について 関係箇所

「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化

ガイドライン（令和元年５月３０日）」（運用）

■ 運用規定

■ 道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン（抄）
第３ 占用許可事務における道路管理者の対応

 １ 許可審査における確認事項
（２） 占用物件の安全性

 占用物件の占用期間満了に伴う更新時には、必要に応じて直近の管理
状況について確認すること。

 ２ 許可条件
（２） 物件の種別に応じて附すべき許可条件

ア 第４の１に定める確認が必要な占用物件 ※
・ 「道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から・・・

占用許可後、５年が経過する時期を基本として、・・・占用物件の現状に
ついて、道路管理者あて書面等により報告すること」

※ その損傷により特に道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのあ
る電柱、電線、地下管路及びこれら物件と一体となって機能する占用物
件並びに跨道橋

※ 直轄国道においては、占用者から道路管理者への報告義務を

許可条件として規定。

※ 自治体には技術的助言として送付。

【報告様式】

都道府県では、約 64 ％ （  30自治体／47都道府県）

市区町村では、約 17 ％ （198自治体／1,198自治体※）

※1,741市区町村のうち回答のあった自治体

（令和7年2月28日時点）

において、ガイドラインを踏まえ、国と同様の取組を行っている。

直轄国道では占用者に対して占用物の管理状況を報告する義務を占用許可条件として規定。
⇒今後、都道府県、市区町村においても同様の取組を進めるような仕組みを検討。

１６

R7.3.26 第４回下水道等に起因する大規模な道路
陥没事故を踏まえた対策検討委員会 資料３（抜
粋）

地下占用事業者との情報共有の強化（管理状況の報告義務）



以下の調査結果を基に道路陥
没の傾向を分析し、重点的に調
査を行う箇所の条件等を整理

 ・全国特別重点調査結果
 ・道路陥没リスク箇所の調査結果
 ・過去の空洞・陥没発生データ 等

「大口径で古い構造の地下道路施設」※の内部からの目視調査及び
異常が確認された箇所の路面下空洞調査

※躯体の大きさが２ｍ以上かつ、建設後３０年以上経過している共同溝、地下歩道等

「過去に陥没が発生した箇所」※の目視調査又は路面下空洞調査
※過去１０年間で道路施設（排水施設、ボックスカルバート等）が要因で陥没した箇所

「過去に確認された空洞のうち経過観察とした空洞」の路面下空洞調査

＜直轄国道における道路陥没リスク箇所の調査＞

【連携】
路面下空洞調査結果の共有

「下水道管路の全国特別重点調査の箇所」の路面下空洞調査

【連携】
下水道調査結果の共有

地方自治体に対しては、分析結果
などを、「地下占用物連絡会議」の
場を通じて共有

＜道路陥没の傾向分析＞

道路側の調査・検討

 下水道管路の全国特別重点調査に併せ、直轄国道の道路陥没リスク箇所を調査
 その上で、道路陥没の傾向分析を行い、重点的に調査を行う箇所の条件などを

整理
⇒リスク箇所の調査結果については下水道と共有
⇒傾向分析の結果等は、各道路管理者・地下占用事業者に共有（地下占用物連

絡会議）

注：路面下空洞調査は探査車による調査（路面から1.5～2.0mの空洞を確認）

下水道管路の全国特別重点調査

R7.3.26 第４回下水道等に起因する大規模な道路
陥没事故を踏まえた対策検討委員会 資料３（抜
粋）

道路陥没のリスク箇所の調査・傾向分析

１７



１８

 道路陥没による被害を軽減する調査及び施工等技術の導入促進に向けた手続き
に着手。

技術名 ニーズ
改定・策定
予定の技
術基準等

路面下空洞に強
い道路構造技術

路面下空洞が発生し
た場合に、脆性的な破
壊を防ぐことが可能な
技術、陥没に至る前に
変状等が確認できる
技術

技術性能カ
タログ（案）

路面下のより深
い位置の空洞を
探査・検知でき
る技術

より深い位置の空洞を
探査・検知できる技術
（探査技術、センシン
グ技術等）

技術性能カ
タログ（案）

■道路陥没による被害を軽減する調査及び施工等技術

R7.3.26 第４回下水道等に起因する大規模な道路
陥没事故を踏まえた対策検討委員会 資料３（抜
粋）

道路陥没による被害を軽減する技術の導入に向けて



３．今後の進め方（案）

１９



今後の進め方（案）

道路管理者と占用者における情報の共有

【道路管理者⇒占用者】

・路面下空洞調査の当年度の計画、前年度の結果の共有

・前年度に発生した要因不明の陥没箇所の共有

【占用者⇒道路管理者】

・占用物件の点検計画・点検結果の共有

第２回 地下占用物連絡会議

（道路管理者）
・占用者から共有された情報と路面下空洞調査結果との突
合により、リスク可能性箇所などを抽出の上、対応を検討。

（占用者）
・道路管理者から共有された情報と、占用物件の点検計画・
結果との突合により、リスク箇所可能性などを抽出の上、対
応を検討。

５～６月頃

道路管理者と占用者による調整

【道路管理者⇔占用者】

・情報共有結果を踏まえた調査・点検計画の見直し

・管路の損傷等箇所と空洞確認箇所が同一又は隣接する場合の対応

  ・要因不明箇所の陥没箇所と、管路の損傷等箇所が同一又は隣接す
る場合の対応

・必要に応じて、管路の補修、空洞箇所の補修などを調整
（実施時期や費用負担）

７月頃

第１回 地下占用物連絡会議

本日

・道路管理者と占用者による共有情報を基にした調整状況、
地下構造物の点検状況などについて意見交換

２０
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